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陳情第１４２号 等々力緑地再編整備による工事での緑地の環境と安全・安心を守ることに関する陳情

１ 陳情箇所の概要 ２ 等々力緑地再編整備計画

所 在 地 ： 川崎市中原区等々力１
面 積 ： 都市計画決定面積 56.4ha

事業認可区域 42.9ha
事業認可区域外 13.5ha

公園種別： 総合公園
経 過 ： 昭和16年都市計画決定

昭和37年から公園施設整備を開始
供用面積： 36.3ha

【案 内 図】

【等々力緑地の概要】

（１） 経 過

内 容年月日

【等々力緑地再編整実施計画策定まで】
施設の老朽化の伴う課題への対応、広域的なまちづくりと緑地のあり方や、等々
力緑地全体の再整備について総合的に検討を進めるため、平成20年10月に
「等々力緑地再編整備検討員会」を組織し、平成21年５月に等々力緑地再編
整備方針(以下「整備方針」)を策定
整備方針に基づき、平成22年２月に「等々力緑地再編整備基本構想」を、平成
22年10月に「等々力緑地再編整備基本計画」を策定し、さらに、緑地内の緑と
水、安全・安心の場、動線の再整備、緑地へのアクセス改善など、緑地全体の再
整備の方向とともに主要施設の整備の方向と配置、整備手順、スケジュールに
ついて、平成23年３月に「等々力緑地再編整備実施計画」(以下、「実施計
画」)としてとりまとめ

平成20年
10月～
平成23年
３月

【実施計画に基づく主要施設の整備】
実施計画に基づき、平成27年度に陸上協競技場メインスタンド、平成28年度に
正面広場、令和２年度に野球場と主要施設を再整備

平成27年
～
令和２年

【民間活用による等々力緑地のさらなる魅力向上に向けた取組】
平成29年６月の都市公園法の改正の趣旨を踏まえ、陸上競技場(サイドバック
スタンド)整備や、公園内施設の一体的・横断的な維持管理・利活用を対象とし
て民間活力の導入を含めて取組について検討

平成29年

【ＰＦＩ法に基づく民間提案】
日本で初めての公園の再編整備事業に関してた民間提案として「等々力緑地
再整備・運営等に係る民間提案について」を受けた

平成31年
２月28日

【等々力緑地再編整備計画推進委員会の設置】
ＰＦＩ法に基づき民間提案審査部会による審査の結果、等々力緑地再整備を実
現するためには、実施計画を改定する必要があること、提案についてさらなる検
討が必要である事から、令和２年２月に実施計画の改定作業及び学識経験者
や公募市民などにより構成された「等々力緑地再編整備計画推進委員会」を
設置し検討に着手

令和２年
２月

【実施計画の改定】
委員会での検討を踏まえ、令和元年東日本台風による緑地内施設の浸水被害
等、緑地内の様々な課題に対応するべく、令和４年２月に実施計画を改定

令和４年
２月

・等々力緑地は本市のほぼ中央に位置し、ＪＲ南武線・横須賀線、東急東横線武蔵小杉
駅から約１kmにある本市を代表する総合公園です。

・昭和16(1941)年に都市計画決定し、公園施設整備は昭和37(1962)年から行い、
現在、都市計画決定区域56.4ha、事業認可区域42.9ha となっています。

・緑地内は、運動施設が充実しており、陸上競技場はＪリーグ・川崎フロンターレ、とどろき
アリーナはＢリーグ・川崎ブレイブサンダース、ＳＶリーグ・川崎レッドロケッツの本拠地と

して利用されるなど、本市を代表するスポーツ拠点となっています。
・ふるさとの森、四季園などの自然とふれあえる施設や、釣りなどのレクリエーションがで
きる釣池、イベントの開催も可能な催し物広場など様々な施設を有しています。

・一方、施設の老朽化や防災の充実、社会環境の変化への対応、令和元年東日本台風
による浸水被害が発生するなど、新たな課題が顕在化してきました。

・このため、令和４年２月に等々力緑地再編整備実施計画を改定し、等々力緑地の目指
すべき将来像の実現に向け、令和５年４月からＰＦＩ法に基づく事業手法を活用し再編
整備と管理運営一体の事業を開始し、現在整備に関する設計を進めています。
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（２）等々力緑地の目指すべき将来像

陳情第１４２号 等々力緑地再編整備による工事での緑地の環境と安全・安心を守ることに関する陳情

出典：等々力緑地再編整備実施計画（令和4年2月改定）
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３ 等々力緑地再編整備・運営等事業の概要

〇事業予定地 川崎市中原区等々力１
〇事業区域面積 約36.6ha（下水処理施設上部区域等6.9haを追加整備し43.７haとする予定）
〇事業方式 民間事業者が本施設の設計及び建設を行った後、市に本施設の所有

権を移転し、事業期間の終了までの間、本施設の運営及び維持管理を
行う方式(BTO方式）、及び本施設の改修を行った後、市に本施設の
所有権を移転し、事業期間の終了までの間、本施設の運営及び維持
管理を行う方式（RO方式）

〇事業期間 契約締結日から令和35年３月31日まで
〇事業内容 統括管理業務、整備業務、維持管理業務、運営業務、自主事業
〇整備対象施設 球技専用スタジアム、(新)陸上競技場、(新)とどろきアリーナ、

スポーツセンター、プール、ストリートスポーツパーク、
アクティビティループ（園路）、キッズパーク（子どもの遊び場）、
インクルーシブパーク、芝生広場、親水空間（レインガーデン等）、
植栽、駐車場、自由提案施設（飲食、物販等）等

（１）事業の概要

（４）これまでの取組経過

〇契約の相手方 川崎とどろきパーク株式会社
（等々力緑地再編整備・運営等事業のために設立した特別目的会社）

・設 立 令和5年1月13日
・資 本 金 2億2,500万円
・出 資 者 東急株式会社、富士通株式会社、丸紅株式会社、オリックス株式会社、

株式会社川崎フロンターレ、グローバル・インフラ・マネジメント株式会社、
大成建設株式会社、株式会社フジタ、東急建設株式会社

・契約の方法 総合評価一般競争入札
〇当初契約金額 63,255,972,382円（消費税及び地方消費税を含む）
〇契約期間 契約締結日～令和35年３月31日

（２）契約の概要

R34
(2052)

~R11
(2029)

R10
(2028)

R9
(2027)

R8
(2026)

R7
(2025)

R6
(2024)

R5
(2023)内容 / 年度

環境影響評価手続き

調査・設計

整備工事(建築物等)

整備工事(公園基盤)

維持管理・運営

園路整備、広場整備など

球技専用スタジアム、(新)とどろきアリーナ、(新)陸上競技場など

指定管理者制度による既存施設の維持管理運営開始(完成した施設から維持管理・運営に移行)

※今後の検討・調整・工事進捗に伴い、変更となる可能性があります（３）今後のスケジュール

陳情第１４２号 等々力緑地再編整備による工事での緑地の環境と安全・安心を守ることに関する陳情
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現 況

※今後の調査設計の進捗に伴い、変更となる可能性があります（５） 計画平面図

※パースは検討イメージであり、大きさ、色や素材などは 今後の調整により変更される可能性があります。

計 画
（新）とどろきアリーナ
・スポーツセンター・プール

（新）陸上競技場

球技専用スタジアム

ゲートプラザ（正面広場）

陳情第１４２号 等々力緑地再編整備による工事での緑地の環境と安全・安心を守ることに関する陳情
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４ 再編整備工事における周辺環境への配慮の考え方

（１）等々力緑地再編整備・運営等事業に係る条例環境影響評価書（抜粋）

●環境保全のための措置

陳情第１４２号 等々力緑地再編整備による工事での緑地の環境と安全・安心を守ることに関する陳情

（地域交通混雑）
・工事用車両運転者への運転時間の指示、周辺道路での駐停車禁止等の指導を徹底
・広域的な視点に立ち、交通流及び交通安全を考慮し、走行ルートを選定
・工事用車両は、特定の日または時間帯に集中しないよう、計画的に運行管理
・周辺交通状況を勘案し、適宜、工事用車両の走行時間や走行台数を調整

（騒音・振動）
・建設機械は可能な限り最新の低騒音型の機械を使用し低騒音・低振動の工法を採用
・建設機械の集中稼働を回避するための施工計画を十分に検討
・建設機械のアイドリングストップ徹底や無理な負荷をかけない作業を指導
・建設機械を移動する際の低速走行を徹底
・必要に応じて防音シートを設置
・敷地境界付近等に騒音・振動計を設置し、リアルタイムで測定及び表示
（粉じん）
・工事区域内や周辺道路への散水・清掃等を適宜行い、粉じんの発生・飛散を抑制
・必要に応じて養生シートを設置し粉じんの飛散を防止
・工事用車両による粉じんの飛散を防止のため、シートカバーの使用、出入口でタイヤに
付着した泥土等の洗浄を実施

（共通事項）
・周辺環境への配慮を日々の朝礼や新規入場者教育等で工事関係者に周知し徹底
・工事区域内の発生騒音・粉じんの低減等のため工事区域の外周に仮囲いを設置

（２）周辺環境への配慮に関する具体的な取組

粉じん飛散抑制（タイヤ洗浄）
新陸上競技場整備工事

粉じん飛散抑制（散水）
旧市民ミュージアム解体工事

粉じん飛散防止養生
旧市民ミュージアム解体工事

仮囲い設置

粉じん飛散抑制
（シートカバー養生）

旧市民ミュージアム解体工事

・工事期間中は、本市及び事業者で定期的にモニタリングを行い、事業者の取組の履行
状況を確認するとともに、周辺環境への配慮に向けた事業者の監督・指導を適宜実施

・環境影響評価書や工事説明会で事業者が示した具体的な取組に加え、令和7年11
月に設立した周辺町内会、小中学校等で構成する情報共有連絡会において、定期的
に情報共有等、意見交換を行い周辺環境への配慮を徹底

（３）今後の見通し

（作業日・作業時間）
・原則として月～金曜日の8:00～18:00とし前後1時間を準備・片付け等の予備時間

※作業内容・自然災害・諸官庁の指導等により作業日・時間を変更する場合あり

（騒音・振動防止）
・騒音・振動抑制を考慮した建設機械の使用や工法選定のほか、建設機械の設置場
所・ 使用方法に十分留意し、関係法令で定める規制基準を遵守

（安全設備）
・敷地周囲に仮囲いを設置するとともに、必要に応じシート囲い・防護柵等の設置により
粉じん飛散等を防止

（工事用車両）
・工事用車両の通行は7:00～18:30を予定
・所管警察署の指示・指導に従い誘導員配置等による適切な交通整理を実施

※工事説明会（令和7年11月15日開催）
説明内容

※令和7年11月15日開催の工事説明会資料（抜粋）

：騒音・振動計設置場所
※設置場所は工事進捗に合わせ適宜変更

凡 例

：仮囲い設置位置

騒音・振動計設置

実際の取組状況

誘導員配置状況
公園基盤工事
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５ 再編整備工事における周辺交通の安全対策の考え方

（１）等々力緑地再編整備・運営等事業に係る条例環境影響評価書（抜粋）

●環境保全のための措置

陳情第１４２号 等々力緑地再編整備による工事での緑地の環境と安全・安心を守ることに関する陳情

・工事用車両の運転者への工事用車両走行ルート上の危険個所の周知、運転時間の指示及び低速
走行等の安全運転並びに周辺道路での駐停車禁止等の指導を徹底し、一般車両及び歩行者の安
全を確保

・工事用車両の出入口付近には、必要に応じて交通誘導員を配置し、一般車両及び歩行者の安全を
確保するとともに、周辺道路の円滑な交通流を確保

・計画地外周に必要に応じて仮設歩道を設けるなど、歩行者に対する安全対策を実施
・登校時間帯における工事用車両の運行を極力回避
・周辺住民等に対して、工事工程、工事用車両の出入口、走行ルート、走行時間帯について周知
・広域的な視点に立ち、交通流及び交通安全を考慮し、走行ルートを選定
・工事用車両は特定の日または時間帯に集中しないよう、計画的に運行管理
・周辺交通状況を勘案し、適宜、工事用車両の走行時間や走行台数を調整
・ステッカー等を用いて、工事用車両と他の車両を識別
・正常な運転ができるよう、工事用車両の使用前の整備・点検及び定期点検を徹底

（４）今後の見通し

工事用車両走行ルート

環境影響評価書や工事説明会で事業者が示した方針に則った対策に加え、周辺町内会、小中学校
で構成する情報共有連絡会において、工事進捗に伴う工事用車両運行計画や工事期間中の緑地周
辺状況の行事予定等について、定期的に情報共有等、意見交換を行い、適宜、対応を検討し、検討結
果を事業者のホームページに掲載し公表する等、引き続き、一般車両及び歩行者の安全の確保に努
めていく。

（２）交通安全対策の方針（抜粋）

（工事用車両）
・工事用車両の通行は7:00～18:30を予定
・所管警察署の指示・指導に従い誘導員配置等による適切な交通整理を実施
・工事用車両走行ルートは右図のルートを予定

※令和7年11月15日開催の工事説明会資料
及び説明会での質問応答（事業者ホームページ掲載）

（小中学校の通学路を工事用車両の通行）
・歩道がない宮内小学校側の道路の朝の通学時間帯については、基本的に工事用車両を通さない
・上記以外の通学路は、搬出入予定や車両間隔を調整し、工事用車両が通行する時間帯を分散させ、
通学の時間帯に通行車両が集中しないように配慮

・通学路の車両通行に際しては、速度を落とし、周囲に十分に注意しながら通行するよう搬出入業者の
指導を徹底

（３）工事説明会等での意見を踏まえた対応
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６ 自由提案施設導入計画

陳情第１４２号 等々力緑地再編整備による工事での緑地の環境と安全・安心を守ることに関する陳情

（２）等々力緑地再編整備・運営等事業 要求水準書

（１）等々力緑地再編整備実施計画

●自由提案施設
・実施計画の民間提案に求める施設機能に基づき、これまでの概念にとらわれない柔軟
な発想を取り入れた飲食物販、スポーツ、市民活動、生涯学習、趣味、学び、体験、文化
など多様なニーズに対応する提案を求める

・提案にあたっては、周辺地域の環境や都市基盤への影響を考慮したものとなるよう求
める

・自由提案施設は任意投資のうち、事業者が所有し、本事業敷地に単独で立地するもの
・都市公園法に定める公園施設のうち、本事業の事業目的と合致し、本事業の対象施
設と一体的に整備することにより一層の利用促進が期待されるもの

●緑地全体の再整備の方針

・「ふるさとの森」、「21 世紀の森」、「四季園」、「釣池」の周辺など、まとまった緑を保
全するとともに、生物多様性に配慮した良好な緑地環境を創出

●植栽

・川崎市緑化指針に基づき、緑化面積率 30％以上を確保

（３）自由提案施設 誘導方針

●施設配置

●誘導する取組

●民間提案に求める施設機能
民間提案に求める施設機能については、これまでの概念にとらわれない柔軟な発想を

取り入れた飲食・物販、スポーツ、市民活動、生涯学習、趣味、学び、体験、文化など多様
なニーズに対応する提案を求めます。なお、提案にあたっては、周辺地域の環境や都市
基盤への影響を考慮したものとなるよう求める

飲食（カフェ） アウトドア（ＢＢＱ） 子供の遊び場

・事業者が独立採算で行うものとし、あらかじめ市に事業の内容を提案し、承諾を得た
上で、自らが企画し実施する
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６ 自由提案施設導入計画

陳情第１４２号 等々力緑地再編整備による工事での緑地の環境と安全・安心を守ることに関する陳情

（４）事業者の提案（当初提案の変更）

●当初提案
・事業者の当初、自由提案施設１８棟設置する計画

●自由提案施設導入計画の変更
・誘導方針を踏まえ、事業者が自由提案施設導入計画
を変更（18棟を１０棟に変更）

⇒10棟

※減少

・自由提案施設の設置を取りやめた敷地には、新たに
公園の目玉となる広大な広場（＝みんなのはらっぱ）
や都会の中でも気軽に緑を感じ、アクティビティを楽
しむことができるこもれびの森を新たに創出
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６ 自由提案施設導入計画

陳情第１４２号 等々力緑地再編整備による工事での緑地の環境と安全・安心を守ることに関する陳情

（５）事業者の提案（建物配置の考え方）
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６ 自由提案施設導入計画

陳情第１４２号 等々力緑地再編整備による工事での緑地の環境と安全・安心を守ることに関する陳情

（６）事業者の提案（機能導入計画）

（７）今後の見通し

・自由提案施設については、実施計画、要求水準、誘導方針に則り、公園にふさわしい施設、配置、機能導入となっているか本市が事業者の計画を審査し許可等を行う
・自由提案施設の配置については、事業者が公園内の魅力的な回遊体験を高める、利用シーンに沿った配置を計画しており、建物の内側に広場等を配置し公園内の発生音を緩
和させ公園近隣の居住環境に配慮する計画となっているため、引き続き、適切な施設配置に向け事業者の誘導を図っていく

・また、植栽帯や高木による豊かなみどりと自由提案施設の一体感の創出、公園の彩を形成する植栽や花壇の設置等のテナントの取組を誘導する
・自由提案施設の導入機能については、事業者が要求水準等で本市が求める飲食、物販、サービスなどの機能の導入を計画しており、引き続き、イベントとテナントの連携、公園
利用者がゆっくり自由に休憩できる空間の提供等、公園施設としての取組を誘導する
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７ 土壌汚染対策の考え方

陳情第１４２号 等々力緑地再編整備による工事での緑地の環境と安全・安心を守ることに関する陳情

（１）等々力緑地再編整備・運営等事業 要求水準書（抜粋）

・本事業は土対法第４条で定める一定規模以上の土地の形質の変更を行う場合に届
出が必要な事業に該当

・事業者は、土対法に基づき届出に必要となる緑地全域を対象とした調査を令和5年5
月に着手

（３）調査結果

（２）土壌調査

●土地改変時の留意事項
・一定規模以上の土地の形質の変更を行う場合、土壌汚染対策法（以下「土対法」とい
う。） 第4条の届出が必要

●事前調査業務
・必要に応じて土対法、関係条例等に基づく土壌調査を行うこと
●建設工事業務
・土壌調査により、土壌汚染が確認された場合は、汚染土壌の搬出、処分及びそれに必
要な対応、措置を行うこと

・予見できない土壌汚染の対応や措置については、市と協議し実施すること

令和5年5月 調査開始

令和６年６月 着手
表層土壌調査

令和７年３月 完了
深度方向調査

令和８年１月
土壌汚染対策法に基づき区域指定（告示）

●令和7年11月15日 工事説明会 説明資料（抜粋） ※一部時点更新

・土対法に基づき実施した表層土壌調査の結果を令和7年1月31日のまちづくり委員
会に報告

●調査結果の公表・説明

・再編整備工事着手にあたり、令和７年11月15日の工事説明会で深度方向調査を含
めた調査結果及び今後の対応を説明

●令和7年11月15日 工事説明会 説明資料（抜粋）

（４）今後の見通し

・事前調査により判明した汚染土壌については土対法に基づき適切に対応
・再編整備工事中に新たな汚染土壌が認められた場合は、土対法等関係法令に基づき
適切に対応

・汚染土壌が認められた区画は、土対法に基づき形質変更時要届出区域として令和８
年１月８日に指定、告示
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８ 再編整備工事期間中の施設利用の考え方

陳情第１４２号 等々力緑地再編整備による工事での緑地の環境と安全・安心を守ることに関する陳情

（１）等々力緑地再編整備・運営等事業 要求水準書（抜粋）

・工事期間中の施設利用や子どもたちが遊べる場所の確保と、なるべく短い期間で工事
を完了させ新たな施設の供用を早期に開始することで施設利用への影響を最小限に
留めることの両立を図っていく

・部分的な工事で可能な整備については、工事エリア全域を仮囲いで囲わず、一時的な
立入禁止措置等の安全対策により工事を行い、極力、公園利用ができるように配慮

（２）工事期間中の施設利用等

・事業者は、近隣施設及び近隣住民等の活動及び生活に支障が無いように安全を確保
した工事計画で建設工事を実施すること

（３）今後の見通し

・新たな施設の早期供用開始等、引き続き、施設利用停止期間短縮に向け検討
・情報共有連絡会、施設利用団体の利用日程会議等での情報提供・意見交換を踏まえ、
仮囲い設置に伴う部分閉鎖や 通行可能経路等の検討を適宜実施

・引き続き、定期的なホームページ掲載情報の更新や現地掲示等により施設利用に関
する情報を公園利用者に随時提供

・整備期間中においても既存施設の機能を提供することを基本し、各施設利用団体と調
整した上で、一定期間施設の利用を停止することも可能とする

●施設利用停止（経緯等）

●基本的な考え方（事業者の工事計画）

・事業着手後、令和5年8月から施設利用団体等へのヒアリングを開始
・ヒアリング結果を基に利用停止予定施設とその期間の案を整理し、事業説明会や施設
利用団体ヒアリングなどで利用者等の意向・要望を確認

・利用停止期間や代替施設の確保等について再検討し、令和7年11月のまちづくり委
員会に報告

●利用停止に伴う代替施設（令和7年11月２5日まちづくり委員会参考資料）

●施設利用停止予定（令和7年11月25日まちづくり委員会参考資料）

・学校法人大西学園の御協力を得て、「大西学園
グラウンド」を第１，２サッカー場の代替施設として
使用

・サッカー場及び他の利用停止施設の機能代替に
ついて、代替施設の調整のほか、再編整備工事の
進捗を踏まえ、（新）陸上競技場や新たな広場等
緑地内施設の活用を含め、可能な機能提供につ
いて、引き続き検討

●工事ステップ（事業者ホームページ掲載資料）

・再編整備工事に伴う施工ステップごとの仮囲い
の設置範囲を令和7年11月15日に開催した工
事説明会で説明

・仮囲い設置に伴う緑地内部分閉鎖範囲及び通
行可能経路を、事業者のホームページに掲載す
るとともに、現地に掲示し周知を図る

・周辺町内会、小中学校等で構成し定期的に開
催する「情報共有連絡会」において、仮囲い設置
範囲や通行可能経路等の情報を随時提供
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陳情要旨
１ 工事車両、大型建設機械等による地域交通混雑、騒音・振動・粉じん等周辺地域の環境に十分配慮するよう監督・指導してください。
２ 周辺学校、保育園など子どもたちの交通安全対策の方針を明確にしてください。
３ 商業施設は、緑地にふさわしいか精査し、今ある樹木を活かした設置を工夫し自然環境を守ってください。
４ 土壌汚染対策は全面的な調査を行い、その情報を市民へ公表してください。
５ 市民が利用できるエリアを十分確保するよう、工事計画を検討してください。

９ 陳情の要旨

１０ 陳情に対する本市の見解

陳情第１４２号 等々力緑地再編整備による工事での緑地の環境と安全・安心を守ることに関する陳情

陳情に対する本市の見解につきましては、次のとおりです。
１ 周辺地域の環境に対する配慮につきましては、条例環境影響評価書に基づく環境保全のための措置として、工事区域の外周の仮囲いの設置や、工事

用車両の周辺道路での駐停車禁止等の指導、低騒音型の建設機械の使用や低騒音・低振動の工法の採用、また、散水・清掃等を適宜行い、粉じんの
発生・飛散を抑制することなどを定めております。
工事にあたりましては、関係者等と定期的に情報共有と意見交換を行うほか、定期的にモニタリングを行い、履行状況を確認するとともに、周辺環境への
配慮に向けた事業者の監督・指導を適宜実施してまいります。

5 工事計画につきましては、工事期間中の施設利用や子どもたちが遊べる場所の確保に向け、なるべく短い期間で工事を完了させ新たな施設の供用を
早期に開始することとしておりますが、一部施設においては利用停止期間が生じる施設もあることから、情報提供に努めております。
また、サッカー場の代替施設として、大西学園様のグランドを使用してまいります。
今後につきましても、新たな施設の早期供用開始等、引き続き、施設利用停止期間短縮に向けた検討などを行ってまいります。

２ 子どもたちの交通安全対策につきましては、条例環境影響評価書に基づく環境保全のための措置として、交通誘導員の配置や、登校時間帯における工
事用車両の運行回避、周辺住民等に対する車両走行ルートや時間帯の周知などを定めております。
また、工事説明会等での意見を踏まえ、歩道がない宮内小学校側の道路の朝の通学時間帯は、基本的に工事用車両を通さないこととしております。
工事にあたりましては、定期的に情報共有と意見交換を行い、適宜、対応を検討し、検討結果を公表してまいります。

３ 施設の設置につきましては、 自由提案施設は、公園の魅力向上や多様なニーズに対応するため公園施設として設置するものでございまして、事業者は、
飲食、食・物販、サービス等の機能を導入する計画としており、事業者は自由提案施設設置棟数を当初提案の１８棟から１０棟にするとともに、設置を取り
やめた敷地に広大な広場や新たな森を創出する計画に変更しております。
自由提案施設の設置にあたっては、本市が都市公園法や本市条例、並びに誘導方針に則り、公園施設としてふさわしいか等について適切に審査してま
いります。

４ 土壌汚染調査につきましては、土壌汚染対策法に基づき、緑地全域を対象とした必要な手続きや、関係法令等に基づく方法により土壌調査を進め、調
査結果につきましても公表しているところでございます。
今後につきましては、法令や本市条例に基づき、適切に管理、搬出・処分等を行うとともに、新たに汚染土壌が認められた場合は、関係法令等に基づき適
切に対応してまいります。
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